
平成 30年第 5回宮代町国民健康保険運営協議会 

（会議の概要） 

 

1． 開閉日時  開会 平成 30年 8月 7日（火）午後 1時 33分 

閉会 平成 30年 8月 7日（火）午後 3時 05分 

 

2．開会場所 宮代町社会福祉協議会 2F会議室 

 

3．出席委員  上田悟委員、田口孝雄委員、福澤利明委員、福岡務委員、新井智委員 

稲山貞幸委員、鬼久保敦子委員、鷺谷由紀夫委員、澁木秀雄委員 

9人（定数 12人） 

4．事 務 局  小暮課長、草野副課長、村山主査 

5．会議の公開 公開 

6. 会議内容 

・開 会 

・会長あいさつ 

・議 題 

（１）報告事項 

①宮代町の国民健康保険の状況について 

《資料 1 に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・なし 

②国民健康保険被保険者証様式の変更について 

《資料 2 に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・様式とは別になるが、保険証のカード化を希望する。 

⇒マイナンバーカードに保険証の機能を付与するような話があがっている。今後、具体的

な内容が決まってくると考えている。 

  ・保険者は誰になるのか？また、保険者番号に変更はあるのか？ 

   ⇒保険者は町と県の両方になる。町は資格管理、税の賦課徴収及び保健事業の実施、県は

医療費の支払など、役割分担し制度運営にあたる。なお、保険者番号に変更はない。 

  ・社会保険証の交付には一定の期間を要するが、国保の場合は？また、加入時に審査等は行

っているのか？ 

   ⇒保険証の交付は即日行っている。また、加入時の審査は社会保険の資格喪失証明書など

の書類をもって行っている。 

 



（２）審議事項 

①平成 31年度の税率等の(案)について 

《資料 5 に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・3つの試算すべての赤字解消額は 5,100万円となっているが、公費が異なる理由は？ 

 ⇒7・5・2 の法定軽減は均等割に対するもので、その軽減額を公費が賄う仕組み。均等割

を引上げると軽減額も大きくなり、あわせて公費も増えることになる。 

・基本方針 1の医療費適正化等の取り組みによる 900万円の赤字解消の内訳は？ 

 ⇒重複・多受診者対策、ジェネリック医薬品の普及などの医療費抑制で約 550 万円、特定

健診受診率向上や保健事業等の取り組みによる公費で 350万円を見込んでいる。 

  ・試算①における医療分の均等割が県内 1位ということは間違いないか？ 

   ⇒間違いない。ただし、所得割については 2 方式採用の 35 団体で 32 番目の低さとなって

いる。 

  ・町の人口は増加傾向にあるが、今後の見通しは？ 

   ⇒近年の人口増は道仏地区の土地区画整理によるもの、今後は大きな増加要因がないため

自然減していくと考えられる。一方、国保の被保険者は前期高齢者の占める割合が高く、

後期高齢者医療制度への移行が進むため、町民に占める被保険者の割合は低下すると見込

んでいる。 

  ・今後は 2 年毎に見直しを続けていくという方針、時間をかけて赤字を解消するということ

を踏まえるとバランスのよい見直しが重要。 

  ・介護分の赤字を最大限解消という考え方は賛成。被用者保険加入者や高齢者は強制的に天

引きされている。 

  ・解消額が決まっているため、それぞれの試算で大きな差は生じない。そう考えると真ん中、

バランスを考慮しているものがよいと思う。 

  ・これまでの意見を踏まえると試算③をベースに答申案を作成するということでよいか？ 

   ⇒了承。 

  ・次回の見直しも同じような形で進めるのか？ 

   ⇒今回は赤字解消額から議論を進めたが、引き上げ幅の上限を目安に議論を進めるといっ

た方法もある。そこは、次回の議論となってくる。 

  ・標準保険税率を参考に 2 年に 1 度きちんと定期的に見直しを行うこと、また、そのことを

被保険者に理解してもらうことが肝要。 

  ・今後、定期的に見直すということなので、見直しの議論では前回の見直し内容、今回の見

直し内容、ポイントなど比較検討できる資料が必要。 

  ・納期を増やすことや口座振替推進など納税環境の整備も進めてほしい。 

 

 



②平成 30年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算【第 2号】(案)について 

《資料 3 に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・質疑等なし 

・原案どおりでよいか。 

 ⇒了承 

③平成 29年度宮代町国民健康保険特別会計決算(案)の概要について 

《資料 4に基づいて事務局より説明》 

【意見、質疑等】 

・特定健診の受診率が向上しているのは評価できる。 

・今年度から広域化が開始し、平成 30年度の決算の形は変わるのか？ 

⇒全体の額が多少縮小し、共同事業等が廃止されシンプルな形になる。 

・原案どおりでよいか。 

 ⇒了承 

   

（３）その他 

・特になし 

   

・閉 会 


